
特別職の給料・報酬額の改定に係る『答申から実施までの手続の流れ』について 

 

【市長・副市長・教育長・固定資産評価員の給料、行政委員等の報酬関係】 

 

①審議会の答申 → ②改定方針の決定（市長） → ③条例改正の議案の提出（１２月議

会） → ④議会において審議・議決 → ⑤来年度予算案への反映（財政査定） →   

⑥来年度予算案の提出（３月議会） → ⑦議会において審議・議決 → 改定実施 

 

 

【議員報酬・政務調査費関係】 

 

①審議会の答申 → ②答申の結果報告（議長あて） → ③改定方針の検討・決定（議会） 

→ ④条例改正の議員発議案の提出（１２月議会） → ④議会において審議・議決 →   

⑤来年度予算案への反映（財政査定） → ⑥来年度予算案の提出（３月議会） →   

⑦議会において審議・議決 → 改定実施 

 



行政委員等の報酬額について（県東部１１市）

№ 名　　　称 人員 減額率 備考

1 教育委員会委員長 1 月額 63,000 9.5%
月額と日額の併用とする。ただ
し、上限を57,000円とする。
活動状況３か年平均：月３回

月額 87,800 月額 52,000 月額 55,000 月額 35,000 月額 90,000 月額 50,000 月額 30,000 月額 35,900 日額 7,000 日額 7,000

2 教育委員会委員 4 月額 53,000 9.4%
月額と日額の併用とする。ただ
し、上限を48,000円とする。
活動状況３か年平均：月３回

月額 68,300 月額 44,000 月額 43,000 月額 30,000 月額 70,000 月額 41,000 月額 25,000 月額 30,900 日額 6,000 日額 6,000

3 選挙管理委員会委員長 1 月額 32,000 9.4%
月額と日額の併用とする。ただ
し、上限を29,000円とする。
活動状況３か年平均：月２回

月額 58,600 月額 31,000 月額 40,000 月額 25,600 月額 60,000 月額 36,800 月額 28,000 月額 20,400 日額 7,000 日額 7,500

4 選挙管理委員会委員 3 月額 26,000 9.6%
月額と日額の併用とする。ただ
し、上限を23,500円とする。
活動状況３か年平均：月２回

月額 47,800 月額 26,000 月額 29,000 月額 20,900 月額 48,000 月額 28,600 月額 18,000 月額 18,400 日額 6,000 日額 6,500

5 選挙管理委員会委員臨時補充員 4 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 6,000

6 公平委員会委員長 1 月額 26,000 日額 10,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員長の改定案と同額とする。

日額 7,800 日額 8,000 日額 8,000 日額 8,500 日額 10,000 日額 7,700 日額 7,000

7 公平委員会委員 2 月額 25,000 日額 9,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員の改定案と同額とする。

日額 7,800 日額 7,500 日額 7,400 日額 7,500 日額 10,000 日額 7,200 日額 6,000

8 監査委員（識見者） 1 月額 121,000 月額 109,000 9.9%  月額 126,800 月額 123,000 月額 123,000 月額 110,000 月額 130,000 月額 115,000 月額 110,000 月額 95,000 日額 9,000 日額 12,000

9 監査委員（議員） 1 月額 63,000 月額 57,000 9.5%  月額 53,600 月額 49,000 月額 51,000 月額 43,000 月額 55,000 月額 45,000 月額 45,000 月額 42,000 日額 9,000 日額 9,000

10 農業委員会会長 1 月額 32,000 日額 9,600 ━
活動状況３か年平均：月３回
32,000円×0.9=28,800円
28,800円÷3回＝9,600円

月額 46,800 月額 40,000 月額 40,000 月額 28,500 月額 48,000 月額 31,700 月額 28,000 月額 24,400 日額 7,000 日額 7,000

11 農業委員会委員 11 月額 26,000 日額 7,800 ━
活動状況３か年平均：月３回
26,000円×0.9=23,400円
23,400円÷3回＝7,800円

月額 29,300 月額 29,000 月額 29,000 月額 22,800 月額 30,000 月額 27,600 月額 18,000 月額 20,400 日額 6,000 日額 6,000

12 固定資産評価審査委員長 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 委員の日額に1,000円加算 日額 7,800 日額 8,000 日額 7,400 日額 8,500 日額 10,000 日額 7,700 日額 7,000 日額 7,000 日額 7,000
13 固定資産評価審査委員 2 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 7,800 日額 7,500 日額 7,400 日額 7,500 日額 10,000 日額 7,200 日額 7,000 日額 6,000 日額 6,000
14 選挙長 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 11,700 日額 10,600 日額 9,800 日額 8,300 日額 12,000 日額 10,600 日額 12,000 日額 10,400 日額 10,600 日額 10,600
15 選挙長代理 1 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 8,300 日額 12,000 日額 10,600
16 期日前投票所の投票管理者 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 11,700 日額 11,100 日額 9,800 日額 8,300 日額 12,000 日額 11,100 日額 12,000 日額 10,800 日額 11,100 日額 11,100
17 投票所の投票管理者 22 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 11,700 日額 12,600 日額 9,800 日額 8,300 日額 12,000 日額 12,600 日額 12,000 日額 12,300 日額 12,600 日額 12,600
18 投票管理者代理 22 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 8,300 日額 12,000 日額 12,600
19 期日前投票所の投票立会人 １日４人 日額 8,000 日額 7,200 10% 日額 7,800 日額 11,000 日額 8,800 日額 8,300 日額 9,000 日額 9,500 日額 12,000 半日 4,800 日額 9,500 日額 9,500
20 投票所の投票立会人 １日４人 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 7,800 日額 12,200 日額 8,800 日額 8,300 日額 9,000 日額 10,700 日額 12,000 半日 5,400 日額 10,700 日額 10,700
21 開票管理者 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 11,700 日額 10,600 日額 9,800 日額 8,300 日額 12,000 日額 10,600 日額 9,000 日額 10,400 日額 10,600 日額 10,600
22 開票管理者代理 1 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 8,300 日額 12,000 日額 10,600
23 開票立会人

1選挙3
人以上 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 10,700 日額 8,800 日額 8,800 日額 6,800 日額 11,000 日額 8,800 日額 9,000 日額 8,600 日額 8,800 日額 8,800

24 選挙立会人
1選挙3
人以上 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 10,700 日額 8,800 日額 8,800 日額 6,800 日額 11,000 日額 8,800 日額 9,000 日額 8,600 日額 8,800 日額 8,800

25 社会教育委員 13 日額 10,000 日額 9,000 10% 月額 11,700 日額 7,400 日額 6,000 日額 10,000 日額 6,700 年額 41,400 日額 5,500 日額 5,500

26 体育指導委員 20 月額 7,500 月額 6,800 9.3%  年額 50,000 日額 7,500 日額 7,400 日額 4,500 年額 48,000 日額 6,700 年額 45,800 日額 5,500 日額 5,500

50% 委員の日額に500円加算

55%
━ 委員の日額に500円加算

10%
━ 他委員の日額に2,000円加算

10%
━ 他委員の日額に2,000円加算

10%

31 情報公開審査会会長 1 日額 10,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員長の改定案と同額とする。

日額 20,000 日額 10,000 日額 10,000 日額 12,000

32 情報公開審査会委員 2 日額 9,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員の改定案と同額とする。

日額 16,000 日額 8,000 日額 10,000 日額 12,000

33 個人情報保護審査会会長 1 日額 10,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員長の改定案と同額とする。

日額 20,000 日額 10,000 日額 10,000 日額 12,000

34 個人情報保護審査会委員 2 日額 9,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員の改定案と同額とする。

日額 16,000 日額 8,000 日額 10,000 日額 12,000

━ 委員の日額に500円加算

10% 　

日額　6,000
半日　4,000日額 6,700日額 10,000

他委員：日額 13,000

医  師：日額 18,000

他委員：日額 15,000
日額

医師・歯科医師
       ：日額 20,000

 委    員：日額 18,000

 合議体長：日額 20,000

日額 20,000

6,000

19,600 日額 13,000 日額 12,000

━ ━ 日額

━ ━

5,500 日額6,700 日額 6,000

その他法令又は条例の規
定による委員に同じ

日額

━ ━

5,500

━ ━

━

日額

━

委  員：日額  4,500

━ ━

━

━

━ ━ ━

━

━

その他法令又は
条例の規定に
よる委員

日額  7,800

委  員：日額  4,500

１日につき
10,000円を
超えない範
囲内におい
て任命権者
が定める額

日額　5,000

会  長：日額  5,000

13 日額 7,800

━

日額　6,000
半日　4,000

7,400 日額 6,000 日額 10,000 日額

会  長：日額  5,000

日額 11,800

国保運営協議会委員 日額 7,500

介保運営協議会委員 14 日額 5,000 6,000日額 7,800 年額 20,000 日額日額 7,400

月額11,500（55.8%減）
＋日額  6,000

日額　6,000
半日　4,000

━ ━ ━

━

━

━

━

━

熱海市（現行） 沼津市 三島市 富士宮市改定（案） 伊東市 御殿場市

━ ━

富士市 伊豆の国市下田市 裾野市 伊豆市

月額27,000（57.1%減）
＋日額 10,000

他委員：日額 18,000

━

━

月額15,000（53.1%減）
＋日額  7,000

月額21,000（60.4%減）
＋日額  9,000

━

日額 7,800

19,600

他の附属機関
の委員

日額　10,000

━

━

━

━

日額　6,000
半日　4,000

━

日額　6,000
半日　4,000

━

御殿場市教育委
員会の委員等に
対する報酬の支
給及び費用弁償
条例による

会長　6,000
委員　5,500

会長　6,000
委員　5,500

日額 6,000

13,0005 日額 20,000 12,000 日額 11,800 日額 20,000
会   長：日額 7,200

11,700 日額
委   員：日額 6,700

日額
医  師：日額 20,000

他委員：日額 11,000
12,000 日額

日額

医  師：日額 18,000

他委員：日額 13,000

任命権者が市長
と協議して定め
る額

日額　7,400

7,500

委員長：日額7,500
委　員：日額6,000

日額

35

介護認定審査会委員 40 日額

障害者程度区分認定審査会委員

日額 20,00020,000 日額
他委員：日額 18,000
医  師：日額 20,000

医  師：日額 20,000

27

28

29

30

日額 10,000
会  長：日額  5,000

委  員：日額  4,500



行政委員等の報酬額について（県中西部１２市）

№ 名　　　称 人員 減額率 備考

1 教育委員会委員長 1 月額 63,000 9.5%
月額と日額の併用とする。ただし、上限
を57,000円とする。
活動状況３か年平均：月３回

月額 170,000 日額 27,000 月額 47,000 月額 45,000 月額 52,000 月額 53,000 月額 54,000 月額 46,300 月額 37,000 月額 18,000 月額 26,000月額22,000

2 教育委員会委員 4 月額 53,000 9.4%
月額と日額の併用とする。ただし、上限
を48,000円とする。
活動状況３か年平均：月３回

月額 140,000 日額 21,000 月額 40,000 月額 40,000 月額 44,000 月額 44,000 月額 45,000 月額 38,600 月額 32,000 月額 16,000 月額 21,000月額16,000

3 選挙管理委員会委員長 1 月額 32,000 9.4%
月額と日額の併用とする。ただし、上限
を29,000円とする。
活動状況３か年平均：月２回

月額 99,000 日額 27,000 月額 25,000 月額 22,000 月額 30,000 月額 33,500 月額 33,000 月額 23,200 月額 11,200 月額 10,000 年額 171,000日額11,000

4 選挙管理委員会委員 3 月額 26,000 9.6%
月額と日額の併用とする。ただし、上限
を23,500円とする。
活動状況３か年平均：月２回

月額 75,000 日額 21,000 月額 20,000 月額 20,000 月額 25,000 月額 27,000 月額 28,000 月額 20,100 月額 10,700 月額 9,000 年額 127,000日額 9,500

5 選挙管理委員会委員臨時補充員 4 日額 10,000 日額 9,000 10% 月額 75,000 日額 8,800 日額 6,500 月額 20,000 月額 25,000 月額 27,000 日額 6,500 月額 20,100 月額 10,700 月額 9,000 日額 9,500

6
公平委員会（人事
委員会）委員長

1 月額 26,000 日額 10,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査であ
ることから、報酬額については、同じ職
務類型である固定資産評価審査委員長の
改定案と同額とする。

月額 240,000 日額 27,000 日額 7,500 年額 45,000 日額 8,000 日額 7,500 日額 8,500 日額 6,700 日額 6,500 日額 7,600 日額 7,000

7
公平委員会（人事
委員会）委員

2 月額 25,000 日額 9,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査であ
ることから、報酬額については、同じ職
務類型である固定資産評価審査委員の改
定案と同額とする。

月額 200,000 日額 21,000 日額 7,000 年額 40,000 日額 7,500 日額 7,000 日額 8,000 日額 6,200 日額 6,000 日額 7,600 日額 7,000

8 監査委員（識見者） 1 月額 121,000 月額 109,000 9.9%  月額 200,000 月額 76,000 月額 143,000 月額 145,000 月額 116,000 月額 120,000 月額 122,000 月額 106,000 月額 120,000 月額 30,000 月額 75,000月額35,000

9 監査委員（議員） 1 月額 63,000 月額 57,000 9.5%  月額 69,000 月額 45,000 月額 46,000 月額 40,000 月額 48,500 月額 49,000 月額 50,000 月額 41,200 月額 45,000 月額 23,000 月額 35,000月額30,000

10 農業委員会会長 1 月額 32,000 日額 9,600 ━
活動状況３か年平均：月３回
32,000円×0.9=28,800円
28,800円÷3回＝9,600円

月額 96,500 月額 72,000 月額 35,000 月額 32,000 月額 48,000 月額 44,000 月額 49,000 月額 32,500 月額 28,500 月額 16,000 月額 23,000月額11,000

11 農業委員会委員 11 月額 26,000 日額 7,800 ━
活動状況３か年平均：月３回
26,000円×0.9=23,400円
23,400円÷3回＝7,800円

月額 40,000 月額 41,000 月額 25,000 月額 26,000 月額 29,000 月額 30,000 月額 30,000 月額 26,300 月額 23,000 月額 12,500 月額 18,000月額10,000

12 固定資産評価審査委員長 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 委員の日額に1,000円加算 日額 15,500 日額 10,000 日額 15,000 日額 6,500 日額 8,000 日額 7,500 日額 8,500 日額 6,700 日額 6,500 日額 7,600 日額 7,000

13 固定資産評価審査委員 2 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 14,000 日額 9,000 日額 14,000 日額 6,000 日額 7,500 日額 7,000 日額 8,000 日額 6,200 日額 6,000 日額 7,600 日額 7,000

14 選挙長 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 14,000 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 13,000以内 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600日額10,600

15 選挙長代理 1 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 13,000 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 13,000以内 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600日額10,600

16 期日前投票所の投票管理者 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 16,500 日額 11,100 日額 11,100 日額 11,100 日額 11,100 日額 11,100 日額 13,000以内 日額 11,100 日額 11,100 日額 11,100 日額 11,100日額11,100

17 投票所の投票管理者 22 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 日額 16,500 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 13,000以内 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600日額12,600

18 投票管理者代理 22 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 15,500 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 13,000以内 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600 日額 12,600日額12,600

19 期日前投票所の投票立会人 １日４人 日額 8,000 日額 7,200 10% 1回 9,500 日額 9,500 日額 9,500 日額 9,500 日額 9,500 日額 9,500 日額 13,000以内 日額 9,500 日額 9,500 日額 9,500 日額 9,500日額 9,500

20 投票所の投票立会人 １日４人 日額 10,000 日額 9,000 10% 1回 9,500 日額 10,700 日額 10,700 日額 10,700 日額 10,700 日額 10,700 日額 13,000以内 日額 10,700 日額 10,700 日額 10,700 日額 10,700日額10,700

21 開票管理者 1 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算 1回 14,000 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 13,000以内 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600日額10,600

22 開票管理者代理 1 日額 10,000 日額 9,000 10% 1回 13,000 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 13,000以内 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600 日額 10,600日額10,600

23 開票立会人 1選挙3人
以上 日額 10,000 日額 9,000 10% 1回 13,000 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 13,000以内 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800日額 8,800

24 選挙立会人 1選挙3人
以上 日額 10,000 日額 9,000 10% 1回 13,000 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 13,000以内 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800 日額 8,800日額 8,800

25 社会教育委員 13 日額 10,000 日額 9,000 10% 日額 11,500 日額 8,800 日額 6,500 日額 6,000 日額 6,500 日額 3,500 日額 5,000 日額 6,200 日額 6,000 日額 3,800 日額 7,000

26 体育指導委員 20 月額 7,500 月額 6,800 9.3%  月額 5,500 年額 63,400 日額 5,000 日額 6,000 月額 6,000 日額 6,200 月額 6,000 日額 7,600 日額 7,000

50% 委員の日額に500円加算

55%
━ 委員の日額に500円加算

10%
━ 他委員の日額に2,000円加算

10%
━ 他委員の日額に2,000円加算

10%

31 情報公開審査会会長 1 日額 10,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査であ
ることから、報酬額については、同じ職
務類型である固定資産評価審査委員長の
改定案と同額とする。

日額 11,500 日額 6,000 日額 10,000 日額 6,000 日額 7,500 日額 7,500 日額 5,500 日額 6,200 日額 6,500 日額 7,000

32 情報公開審査会委員 2 日額 9,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査であ
ることから、報酬額については、同じ職
務類型である固定資産評価審査委員の改
定案と同額とする。

日額 11,500 日額 5,000 日額 7,000 日額 6,000 日額 7,500 日額 7,000 日額 5,000 日額 6,200 日額 6,000 日額 7,000

33 個人情報保護審査会会長 1 日額 10,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査であ
ることから、報酬額については、同じ職
務類型である固定資産評価審査委員長の
改定案と同額とする。

日額 11,500 日額 6,000 日額 10,000 日額 6,000 日額 7,500 日額 7,500 日額 5,500 日額 6,200 日額 6,500 日額 7,000

34 個人情報保護審査会委員 2 日額 9,000 ━

職務内容が不服申立てに対する審査であ
ることから、報酬額については、同じ職
務類型である固定資産評価審査委員の改
定案と同額とする。

日額 11,500 日額 5,000 日額 7,000 日額 6,000 日額 7,500 日額 7,000 日額 5,000 日額 6,200 日額 6,000 日額 7,000

━ 委員の日額に500円加算

10% 　

合議体長：日額 21,000

委    員：日額 20,000
日額 20,000日額

合議体長：日額 21,000

委    員：日額 20,000
20,000

合議体長：日額 20,000

委    員：日額 19,000

合議体長：日額 14,000

委    員：日額 13,000委   員：日額 13,000

日額

合議体長：日額 21,000

委    員：日額 20,000

合議体長：日額 14,000 合議体長：日額 21,000

委    員：日額 20,000委    員：日額 20,000

3,800日額

半日　3,500

半日　3,000
日額 7,000

日額　5,000
半日　3,000

7,600
委　員：日額 6,000

委員長：日額 6,500
日額

障害者程度区分認定審査会委員 日額 20,000
合議体長：日額 21,000

5 日額 20,000

半日6,000日額 5,000 日額 6,200

日額 5,000
委  員：日額  4,500

日額6,500

委　員：日額 6,000委　員：日額 5,000

10,000 日額 6,100 日額日額

日額

7,000

6,200

20,000

委　員：日額 6,500
11,500

委　員：日額 5,000

40介護認定審査会委員

7,000
委員長：日額 6,000 委員長：日額 7,500

日額

日額 20,000

6,000

委    員：日額 20,000

国保運営協議会委員

介保運営協議会委員

13

14

8,800 6,000日額日額 11,500 日額

合議体長：日額 21,000
20,000

合議体長：日額 21,000

委   員：日額 20,000

合議体長：日額 21,000

委    員：日額 20,000 委    員：日額 13,000委    員：日額 19,000

合議体長：日額 21,000

委    員：日額 20,000

日額

他委員：日額 18,000

合議体長：日額 21,000
日額日額 20,000 日額

合議体長：日額 21,000

委    員：日額 20,000 委    員：日額 20,000

月額11,500（55.8%減）
＋日額  6,000

医  師：日額 20,000

会  長：日額  5,000
委  員：日額  4,500

医  師：日額 20,000

会  長：日額  5,000

7,000
日額　5,000
半日　3,000

浜松市教育委員会
委員等の報酬及び
費用弁償並びにそ
の支給条例による

日額10,000円
以内

日額 7,6006,2006,000 委員長：日額 6,500
委  員：日額 6,000日額

熱海市（現行） 改定（案）

月額27,000（57.1%減）
＋日額 10,000

日額

日額　7,600
半日　3,800

会  長：日額  5,000

委  員：日額  4,500
日額 11,500

日額

その他法令又は
条例の規定に
よる委員

日額　7,600
半日　3,800

日額7,500円
以内

日額10,000円
以内

委員長：日額7,500円
        以内
委  員：日額 7,000円
        以内

日額

１日につき
10,000円を
超えない範
囲内におい
て任命権者
が定める額

日額　5,000

浜松市

月額21,000（60.4%減）
＋日額  9,000

焼津市静岡市 磐田市

日額　5,000
半日　3,000

日額　5,000
半日　3,000

日額　5,000

委員長 5,500
委　員　5,000

日額　7,600
半日　3,800

日額　7,600
半日　3,800

日額　5,000
半日　3,000

日額　5,000
半日　3,000

合議体長：日額 20,000 合議体長：日額 14,000

日額 5,000
半日　3,000

日額　5,000
半日　3,000

牧之原市

日額　5,000
半日　3,000

日額　5,000
半日　3,000

日額 5,000
半日　3,000

20,000

日額20,000

日額　7,000

藤枝市

日額　5,000
半日　3,000

月額15,000（53.1%減）
＋日額  7,000

島田市 御前崎市掛川市 袋井市 湖西市

委員長：日額　5,500

菊川市

35

27

28

29

30

日額　5,000
半日　3,000

委員長：日額 6,500

4h以上 6,300
4h未満　3,150

他委員：日額 18,000




